
   一人親方 様  

 関与先企業 様 

 

 

 

～ 「事業者登録」 ・ 「技能者登録」を代行致します！ ～ 

 

☑建設キャリアアップシステムとは？ 
 

技能者の現場における就業履歴や保有資格などを技能者に配布する「キャリアアップ

カード（ＩＣカード）」を通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、

技能者の処遇改善、技能の研鑽や現場管理の効率化を図ることを目指す取り組みです。 

  

☑登録申請すると技能者一人ひとりに「キャリアアップカード」を発行！ 
 

技能者が現場に入る都度、キャリアアップカードに、日々の就業実績がデータとして

記録・蓄積されます。（いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場（職長など）） 

公共・民間、工事の種類、規模を問わず、全ての事業者・技能者が登録対象です。 

 

☑キャリアアップカードの種類とは？ 
 

・レベル１＝初級（見習い）技能者 

・レベル２＝中堅（一人前）技能者 

・レベル３＝熟練（職長として現場に従事できる）技能者 

・レベル４＝上級（高度なマネジメント能力を有する）技能者（登録基幹技能者など） 

 

☑建設キャリアアップシステム登録 今後の活用は？ 
 

・公共現場への入場、公共発注の条件、総合評価落札方式への加点を検討 

・経営事項審査（Ｗ点その他）での加点（令和３年４月から） 

・外国人労働者（技能実習生、特定技能）の受入条件（令和２年１月から） 

 

当事務所へ登録手続きを依頼される方は、お電話かメール又はこの用紙の下欄に 

貴社の会社名等をご記入のうえ、メールして下さい。追ってご連絡致します。 

 

～ 建設キャリアアップシステム登録の依頼書 ～ 

 

依頼日 令和  年  月  日 登録項目 
□事 業 者    □技 能 者 

※登録する項目へ✔マークをご記入下さい 

会 社 名 ご担当者名 電話 メールアドレス 

    


